
ブラッドパッチ療法の保険適用および脳脊髄液減少症の治療推進を求める意見書（案） 

 

 脳脊髄液減少症は、交通事故、スポーツ外傷等、身体への強い衝撃により、脳脊髄液が

漏れ、頭痛、めまい、吐き気、倦怠感等の様々な症状が発症する病気です。その症状は、

外見的には見えないため、医療現場や交通事故時の保険関係者の無理解に、患者及び家族

は肉体的、精神的な苦痛を味わってきました。 

 国は、平成１９年に厚生労働省研究班を立ち上げ、平成２３年には脳脊髄液減少症の一

部である「脳脊髄液漏出症」の診断基準が定められました。また、平成２４年にはブラッ

ドパッチ療法が「先進医療」として承認され、平成２６年１月に行われた先進医療会議に

おいては、ブラッドパッチ治療の有効率は８２％(５２７件中４３２例が有効)と報告され

たところです。さらに、「外傷を機に発生する、脳脊髄液の漏れ」の診断基準の研究がなさ

れており、ブラッドパッチ療法の保険適用が切に望まれます。 

 よって、国においては次の事項について早期に実現されるよう強く要請いたします。 

 

記 

 

１．脳脊髄液減少症の治療法であるブラッドパッチ療法（硬膜外自家血注入療法）を保険

適用とすること。 

 

２．厚生労働省の研究事業において、１８歳未満の症例を加えること。 

 

３．脳脊髄液減少症の早期発見・早期治療のため、医療関係機関への情報提供を徹底する

こと。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定に基づき、意見書を提出いたします。 

 

【 提出会派：公明党 】 

【 提出先：内閣総理大臣、厚生労働大臣、文部科学大臣 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



マイナンバー制度の円滑な運営に係る財源確保等自治体の負担軽減を求める意見書（案） 

 

 マイナンバー（社会保障・税番号）制度の導入に伴い、市町村には通知カード・個人番

号カードの交付について対応するよう求められています。直接のカード交付経費である地

方公共団体情報システム機構への交付金については、平成２７年度は国庫補助（個人番号

カード交付事業費補助金・補助率１０/１０）が措置される一方、市町村のカード交付事務

に係る経費については、個人番号カード事務費補助金が措置されます。しかし、これは、

国が平成２７年度に予算化した４０億円を、市町村の人口比で按分した額によって交付申

請を行うこととされ、本来全額が国庫負担であるべきところ、非常に低い補助上限額とな

っており、自ずと市町村は財源負担を強いられることとなっています。 

 また、平成２８年度以降についても、マイナンバーは相当数の交付が見込まれるが、現

時点では、これらに対して十分な補助金額が確保されるのか明確ではない。 

 そこで、政府において自治体負担の軽減のために以下の事項について特段の配慮を求め

ます。 

 

記 

 

１．平成２８年度以降についても、地方公共団体情報システム機構に支払う交付金全額を

国の負担とし、充分な予算措置をすること。 

２．同様に、円滑な個人番号カード交付事務を行うため、事務処理に必要な人員の確保や

システム整備経費など、全額を国の負担とし充分な予算措置を行うこと。 

３．地方自治体の予算編成等に支障が出ないよう、補助金交付やシステム改修フローなど、

円滑な制度導入準備のために必須の情報を適時適切に提供すること。 

４．マイナンバー制度のスムーズな導入に向けて、地方自治体職員や地域の事業者に対す

る研修用ガイドブックの作成、研修会の開催など十分な支援を実施すること。 

５．配達できなかった簡易書留郵便（マイナンバー通知）の受取人の所在調査に要する経

費の負担軽減を図ること。 

６．マイナンバー制度導入時の混乱に乗じた詐欺の防止や個人番号カードの円滑な交付の

推進のための周知広報に対する支援を実施すること。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定に基づき、意見書を提出いたします。 

 

【 提出会派：公明党 】 

【 提出先：内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、厚生労働大臣 】 

 

 

 

 

 

 

 


